
 

◎：条例に反映する   〇：既に盛り込んでいる   ●：事業としての実施を検討する 

☆：意見・要望としてお聞きする  ＊：その他 

1 
 

 

いただいたご意見の概要に対する区の考え方 

≪条例制定全般について≫ 

№ 意見の概要 意見に対する区の考え方 取扱 

1 本条例の制定に賛同する。 ご賛同のご意見をありがとうございまし

た。本条例を拠り所として、読書施策のさら

なる充実を図ってまいります。 

〇 

2 とても良い条例を提案して頂き、本好き

としては嬉しい限りである。ゆいの森をは

じめ、新しく出来た尾久図書館等、荒川区が

読書に向けた施策に力を入れて下さるのを

頼もしく思っている。 

〇 

3 読書活動は区民等に義務化したり、強制

できるものではないので、自由な意思に基

づく内発的、自発的な活動であることを前

提に、その奨励を図るものであることが明

らかになっていればいいと思う。 

その点、条例案はそうした内容になって

いるように思う。 

 ご賛同のご意見をありがとうございまし

た。本条例は、決して読書を強制するもので

はなく、条例化によって読書が持つ効用、読

書の楽しさ、大切さをより身近に感じ、結果

として読書活動につながるものと考えてお

ります。 本条例により、地域一体となった

読書のまちづくりを進めてまいります。 

〇 

4 条例すべてに賛成し、区民がよい環境で

誰もが身近な場所で読書活動が出来て、コ

ミュニケーションを深めて楽しく出来る事

を願う。 

ご賛同のご意見をありがとうございまし

た。区は、身近な場所で読書をすることがで

きる環境の整備に取り組むとともに、区民や

事業者相互の連携を促進し、読書のまちづく

りを進めてまいります。 

〇 

5 保育の仕事で公園やふれあい館へ行っ

て、若いお母さん方と話す機会が多い。そこ

で良く耳にするのは「荒川区って良いです

よね。図書館がきれいで、楽しくて」と言う

事だ。この条例の制定により益々図書館の

充実、利用者の未来が心豊かになるよう希

望する。 

荒川区立図書館にご評価をいただきあり

がとうございます。 

本条例を拠り所として、読書施策のさらな

る充実を図ってまいります。 

〇 

6 条例として定めることで取り組みが活発

になっていくと感じる。保育所の役割とし

ては、園内の取組を保護者、近隣住民に周知

し、「本を読んでみよう」という関心を持っ

てもらうことだと思うので、読書推進月間

という新たな試みは良いことだと思う。絵

本の取組拡充を是非ともお願いしたい。 

 

条例制定により、また、読書推進月間の設

定により、取組がしやすくなるとのご意見を

いただきありがとうございます。 

区では、荒川区子ども読書活動推進計画

（第四次）において、家庭における読書活動

を通じた家族とのコミュニケーション（家読

（うちどく））について記載しており、今後

も本取組を推進してまいります。また、読書

〇 
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7 家庭で読書を取り入れ、家族のコミュニ

ケーションを図るものとして活用するのは

とても良いと思う。推進月間を設けること

で、本に触れる機会を持ち、意識的に取り組

めると思う。 

活動推進月間には集中的に読書関連事業を

展開してまいります。 

〇 

8  子どもたちの絵本を見たときの瞳かがや

く表情等、読み聞かせは心を豊かにするこ

とにつながると思われる。 

このような条例で、読書好きなまちづく

りが今後広がっていくことを望む。 

区では、荒川区子ども読書活動推進計画

（第四次）においても、乳幼児期からの読書

活動を通じて、生涯にわたって絶えず自発的

に学ぶ習慣を身に付けていくことは、大変重

要なものであるとしています。本条例によ

り、地域が一体となった読書のまちづくりを

進めてまいります。 

〇 

9 「読書とまちづくり」という視点に、大変

魅力を感じている。荒川区が「読書とまちづ

くり」をとおして、ますます発展されること

を願ってやまない。 

地域が一体となって、あらゆる世代が生涯

にわたり豊かな心を育むまちづくりを推進

していくということが本条例の特徴になっ

ております。 

区民等や事業者と連携し、区民等が様々な

機会において身近な場所で読書に親しむこ

とができる環境整備や施策を実施し、読書の

まちづくりを進めてまいります。 

〇 

10 この様な取組（条例）は、より図書・読書

を身近にし、興味・関心につながるものであ

り私たち子育てに関する仕事をしている者

としても、保護者の方々にもお話をする良

いツールになり、活用していけると思う。  

この様に特化・独自の取組は荒川区のよ

いアピールにもなり素晴しいと感じた。  

 区では、読書活動の推進に向け、従来から

様々な取り組みを行い、平成３０年５月に

は、「読書を愛するまち・あらかわ」を宣言

し、読書活動に関する区の取組みの更なる充

実を図ってまいりました。宣言以降、街なか

図書館の開設や家読の推進などの取組によ

り、読書の意義や重要性について、区民の関

心や理解が深まりつつあります。 

 宣言の理念をより一層深め、区だけでな

く、区民や事業者など地域が一体となって読

書を通じた心豊かなまちづくりを推進する

ために、取り組む内容を明らかにいたしまし

た。 

 本条例は、区自らに読書に対する責務を課

し、区の姿勢を将来にわたって継続していく

ものであり、その道しるべとなるものです。 

今後も区民や事業者と連携し、様々な機会

〇 

11 条例化により具体的な方法が示されるこ

とは保育園で「どう取り上げるのか、何をど

うする」という意味を知ることから、取組の

具体化が明らかとなり、しやすくなる。  

〇 

12 区として「読書のまちづくり条例」を制定

することは、長期的に区の向かう方向性を

示す指標となり、区全体の読書文化を大き

く前進させるものと言える。 

〇 

13 制定の基本理念、区、区民、事業者、学校

等の役割を明記することで、それぞれの努

〇 
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力目標が必要となり、結果として読書に関

する取組が活性化するものと考える。条例

により区としての姿勢を示すことは、これ

まで取り組んできた図書関係事業の振り返

り、評価にもつながり、新しい視点で不足な

部分を補う施策にも結び付く可能性があ

り、歓迎したい。 

において身近な場所で読書に親しむことが

できる環境整備や施策を実施してまいりま

す。 

  

14 現在、小中学校で学校図書館を活用し、読

書活動に取り組んでいる児童・生徒は、限り

なく近い将来、大人の区民として家族を持

ち子育て世代になる。 

平成１８年度から始まった荒川区の学校

図書館活性化計画は、ついに大人の区民世

代まで育てたということになる。これまで

よりも、これからの「読書のまちづくり条

例」は、その世代がリードしていくことで加

速度的に意味あるものになることが期待で

きる。 

区では、荒川区子ども読書活動推進計画

（第四次）においても、乳幼児期からの読書

活動を通じて、生涯にわたって絶えず自発的

に学ぶ習慣を身に付けていくことは、大変重

要なものであり、大人は、家庭内で読み聞か

せを行うことなどにより、身近な子どもたち

の読書意欲を高め、子どもたちが自主的な読

書習慣を身に付けていくための大きな影響

を与えることが期待できるとしています。 

今後も子どもたちが読書意欲を高め、主体

的な読書活動を行うことができるよう、学校

図書館との連携をさらに深めてまいります。 

〇 

15 それぞれの市町村が郷土のよさや特色を

軸にまちづくりを進めている昨今、これま

での荒川区政が積み上げてきた「文化的風

土」をより明確に伝えるものとして的確な

内容であると思う。 

 ご賛同のご意見をありがとうございまし

た。本条例は、これまで読書施策に力を入れ

てきた荒川区の取組、区の姿勢を将来にわた

って継続していくものであり、その道しるべ

となるものと考えております。 

〇 

16 学校図書館司書の配置も進んだと聞く。

区立図書館も南千住、ゆいの森、尾久と新し

くなり、区民が本に親しむ環境は行政主導

では飛躍的に改善整備されたと思う。そう

した流れの中「宣言」に続き「条例」が制定

されるのは誇らしく思う。 

〇 

17 電子図書等による読書傾向が昨今高まっ

ているそうだが、装幀、差し絵を含め本全体

から伝わるぬくもりは、文字を追うだけの

読書では味わえない。 

 本一冊を作り上げる様々な人の技術や

美意識を含め、大切にしていきたいと思う

し、人の感性は子どもの頃に育くまれると

電子書籍には文字の拡大表示や音声読み

上げといった機能面の利点があると認識し

ております。一方で、触り心地や見た目、ぬ

くもりなど、電子書籍にはない紙の書籍が持

つ魅力、素晴らしさも大切にしたいと考えて

おります。区ではこれまでも未就学の段階か

ら読書に親しむことができる環境づくりに

〇 
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信じているので、子ども達に向けて、力を入

れて下さる姿勢に特に感謝する。 

努めてまいりましたが、本条例を拠り所とし

て、今後もさらに、子どもたちに向けた施策

の充実に取り組んでまいります。 

18 私たち家族にとって図書館は親しみ深い

場所となっている。貸し出し冊数が多いと

ころも良い。子どもたちにとって幼い頃か

ら図書館を身近に感じられる環境があると

いうことは素晴らしいと思う。 

図書館で行われるイベントや街なか図書

館も面白く、どこに行っても本と触れ合え

る、荒川区はまさに読書の街だなと感じる。 

日頃より区立図書館をご利用いただきあ

りがとうございます。 

 図書館は、本の貸出・返却を行うだけでな

く、子どもから大人まで、あらゆる世代が安

全・安心に過ごすことができる居場所として

の機能も持っております。 

 今後も課題解決の場所として、居心地の良

い場所として、様々な環境整備やイベントを

行うなど、読書のまち・あらかわを更に進め

てまいります。 

〇 

19 今このような条例を制定する必要性が感

じられない。家庭、保護者、家族に読書活動

を押し付けるのはおかしい。「豊かな心をは

ぐくむ」という言葉もあいまいかつ、危険だ

と思う。とにかく「知る自由」「知る権利」

を守って、幅広い蔵書、正しい情報・知識を

提供してくれる図書館を希望する。図書館

は暖房を節約したい人たちや・ホームレス

の人たちにとってのセーフティネットでも

ある。条例を作るならば、そういった図書館

の機能について言及すべきである。 

 本条例は、決して読書を強制するものでは

ございません。条例化によって読書が持つ効

用、読書の楽しさ、大切さをより身近に感じ、

結果として読書活動につながるものと考え

ております。 

 図書、記録その他必要な資料の収集、区民

への提供等により、区立図書館の役割を引き

続きしっかりと果たしてまいります。 

また、図書館は現在も街なか避暑地や街な

かほっとサロンとして多くの方にご利用い

ただいております。今後も引き続き、皆様が

安全・安心に過ごすことができる場としてサ

ービスの更なる向上に努めてまいります。 

☆ 

20 読書は大事だと思うが、条例が必要なの

かと思う。区民の役割といわれても、行政に

読書を強制されたくない。事業者の役割の

意味がわからない。幼稚園、保育所、学校の

役割は区の条例で決めるものではなく、そ

れぞれがすでにやっていることだと思う。 

 本条例は、決して読書を強制するものでは

ございません。条例化によって読書が持つ効

用、読書の楽しさ、大切さがより身近に感じ

られ、結果として読書活動につながるものと

考えております。 

 本条例における事業者とは、一般の企業や

団体、区内各施設の指定管理者等も含め、個

人以外の全てをここで包含しております。条

例制定をきっかけとして、事業者自らの読書

に関する取組（例：読書タイムの設定、読書

の推奨等）のほか、読書を通じた事業者と地

☆ 
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域とのかかわり（例：図書館と連携した街な

か図書館の開設）など、本条例をきっかけと

して、事業者も含め、地域全体で読書のまち

づくりを進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 幼稚園や保育所、学校の役割につきまして

は、現在行われている取り組みを将来にわた

って継続し、発展させていくための道しるべ

となるものであると認識しております。 
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≪条文の具体的な内容について≫ 

№ 意見の概要 意見に対する区の考え方 取扱 

21 全体的に「努める」という言葉が多用され

ているのが気になる。 

 区民の方々等の役割について、決して強

制ではないということを表現するため、

「努めるものとする」という表記としてお

ります。 

☆ 

22 前文について、次の下線部のように修正し

てはどうか。 

・あらゆる世代を対象とした蔵書の拡充 

・…未来につなげていくことを願って、荒川

区では「読書を愛するまち・あらかわ」…  

・…踏まえて、誰もが読書を楽しみ多世代が

交流することができる図書館づくりが進

み、  

・…取組を行うとともに、地域との協力の中

で人々が生涯にわたり豊かな心を育む読書

を愛するまちづくりを推進するため、 

 ご提案いただいた文言修正について、意

味合いはほぼ同様であることから、原案通

りといたしました。 

〇 

23 前文の中に下記の社会状況・構造の変化

について言及するのがよいのではないか。  

・IT 技術の進歩やゲーム産業の台頭等によ

って若者の活字離れが指摘されており、

書店の閉店が相次いでいる。 

・一方で、IT 技術の進歩により、国内のみ

ならず海外の文献の利用などがより簡単

にできるようになった。 

・生きるために生涯学びつづけなければな

らない社会に変わりつつある。 

・読書バリアフリー法の他にも、SDGs にお

けるターゲットやゴール、文字・活字文化

振興法等をバックボーンに持っているこ

と等、読書活動に対する区民の関心をこ

れまで以上に喚起する条件が揃ってきて

いる。 

 ご提案いただきました多岐にわたる内

容は、区として十分認識しており、今後も

区政運営に生かしてまいります。 

☆ 

24 第２条について、「意義」という表記を「定

義」に変えてはどうか。 

「意義」とは、その言葉によって表され

る内容のことをいい、「定義」は「意義」

を定めるものとしております。 

☆ 



 

◎：条例に反映する   〇：既に盛り込んでいる   ●：事業としての実施を検討する 

☆：意見・要望としてお聞きする  ＊：その他 

7 
 

25 第３条の前半の文章の主語は「読書活動

は」なのか、それとも、「読書が」なのか。

後半の文章の主語は、「地域」と思われるが、

推進するものは「読書」ということか。 

 第３条の骨格は、「地域が一体となって、

これ（読書活動）を推進する」ことでござ

います。読書については、「豊かな心を育

むとともに、知識、教養、コミュニケーシ

ョンの能力等を高め、もって、人生を充実

させる上で大切な役割を担うもの」である

としております。 

 条文をより分かりやすくするため、「こ

れを推進する」から「読書活動を推進する」

に修正いたします。 

◎ 

26 第３条について、次の下線部のように修

正してはどうか。 

…を目指して、読書活動を推進する… 

◎ 

27 第４条について、次のように修正しては

どうか（下線部は修正部分）。 

（修正案） 

区民等が様々な機会において身近な場所

で読書に親しむことができる環境の整備 

「親しむ」には、「とけこんで楽しむ」

という前向きな意味があることから、「読

書をする」から「読書に親しむ」に修正い

たします。 

同様な表現をしている他の条文につき

ましても修正いたします。 

◎ 

28 第５条２項で「…努める」のは区の役割で

はないか。第５条は第４条（区の責務）に入

るべき文言だと思う。第５条から第９条ま

では不要だと思う。区は基本理念と第９条

以下だけで十分。区民に対して、或いは全国

に対して、荒川区はこうするんだ！という

「宣言」があればいいと思う。 

宣言は、読書のすばらしさを子どもたち

にわかりやすく伝えるとともに、区が主体

となって進める事項を定めたものです。 

本条例は、区のみならず、区民等、事業

者、幼稚園・保育所等、学校等の各主体の

役割や取組を明記することで、地域が一体

となって、読書のまちづくりを進めていく

ことを目指し、提案しております。 

区といたしましては、区民や事業者と連

携し、様々な機会において身近な場所で読

書に親しむことができる環境の整備に取

り組むとともに、読書活動に資する施策を

実施してまいります。 

☆ 

29 第６条第１項について、次の下線部のよ

うに修正してはどうか。 

その事業の利用者等の読書活動の質の向

上及び読書に親しむことができる環境の充

実に努めるものとする。 

「親しむ」には、「とけこんで楽しむ」

という前向きな意味があることから、「読

書をする」から「読書に親しむ」に修正い

たします。 

同様な表現をしている他の条文につき

ましても修正いたします。 

◎ 

30 特に意義深いのは第８条の第２項であ

る。学校教育の運営責任者である校長先生

 区では以前より、教育センターを中心と

して各学校等における読書活動の相談・支

〇 
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方に、学校教育における読書及び読書活動

の重要性をご理解いただき、その実現に向

けて教職員をリードすることが責務である

と自覚くださるために、よい指針となると

思うからである。読書の振興を教育活動の

核とする荒川区の在り方を、教育現場ばか

りでなく保護者などにまで遍く知ってもら

うことは、大変有意義なことである。 

援を実施しており、各校で特色ある読書活

動が活発に行われております。 

 本条例を拠り所として、こうした取り組

みがより一層活発になっていくと認識し

ております。 

 また、保護者の皆様にも読書の楽しさ・

大切さなどについて発信してまいります。 

31 第８条第２項について、１行目の「その学

校等の」の「その」は不要ではないか。 

「その」につきましては、当該取組の行

われる場を特定するために記載いたしま

したが、「区その他学校等」の「区その他」

を削除し、シンプルな形にするとともに、

「設置者等」を「運営者等」に修正いたし

ました。同様な表現をしている他の条文に

つきましても修正いたします。 

◎ 

32 第９条に、新たに強化されるべき新たな

機能（情報拠点、地域の情報ハブ）を追記し

てはどうか。 高知市の図書館（オーテピア）

は図書館が防災拠点（南海トラフ巨大地震

に備える）になっていたのが印象的であっ

た。 

 貴重なご意見をお寄せいただきありが

とうございます。 

区では、図書館を「区民の知恵袋」と位

置付けており、ご提案いただいた情報拠

点、地域の情報ハブとしての機能も有して

おり、今後、更に充実させてまいります。 

なお、ゆいの森あらかわは、地震発生時

における妊産婦や乳児の二次避難所に指

定されています。 

☆ 

33 第９条には「区は、荒川区立図書館におい

て、区民等が生涯にわたり読書活動に取り

組むきっかけを作り（後略）」とある。きっ

かけを作った後の受け皿はどこの誰が担う

のだろうか。かつては「街なかの書店」がき

っかけを作り、図書館がその後の受け皿の

役割を果たしてくれていたと思う。 

 読書活動のきっかけを作った後の受け

皿につきましては、荒川区立図書館だけで

なく、読書のまちづくりにおいては、地域

全体が受け皿になると考えております。地

域において、支えあい、楽しめる様々な読

書活動が行われるまちを目指して取り組

んでまいります。 

☆ 

34 第１０条の視覚障害者等と記載している

ところを、少し詳しく説明し、当事者との連

携を追記してはどうか。 この条文に唐突感

があることと、対象の方やその方々をサポ

ート・ケアしている方に、自分ごととして読

んでいただきたいためである。法の対象は、

ご提案いただきました内容を踏まえ、第

１０条の記載を「視覚障害、発達障害、肢

体不自由その他の障害等」とし、障がいが

なくても、読書をすることが難しい方も含

む形に修正いたします。「その他の障害等」

という記載は、読書をすることが難しい高

◎ 
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視覚障害、ディスクレシア、上肢障害や寝た

きり等で本を持ち上げたりページを繰った

りすることが難しい方（高齢者も含まれ

る）、眼球使用困難症、その他入院患者も入

っている。これらを列記する方が、読む方に

はわかりやすく、この条例を通じて、「読書

が困難な人とはどういう人をいうのか」が、

見える化されるように思われる。  

最後に、読書が困難な当事者の方との連

携についても記述するとよいのではない

か。 

齢者等も含みます。 

読書が困難な方との連携については、第

４条において規定している区の責務とし

て、今後もしっかりと取り組んでまいりま

す。 

35 第１０条については、区の特徴でもある

「様々な国籍の人々が暮らすまち」として

の配慮も忘れてはいけないと考える。人々

の多様性も包含し、様々な文化の融合や発

信が可能なまちづくりの底流に読書がある

ことは、まちの豊かさにつながるのではな

いだろうか。ぜひ、この条例を契機に、そう

した社会インフラとしての図書館の充実が

図られることも期待している。 

 ご提案いただきました「様々な国籍の

人々が暮らすまち」としての配慮につきま

しては、第４条第１項の「区民等が様々な

機会において身近な場所で読書に親しむ

ことができる環境の整備」という部分で、

読書をすることが難しい外国籍の方に対

する環境整備も含んでおります。 

 区ではこれまでも外国語の図書の充実

を図るとともに外国語のおはなし会を開

催するなどの取組を進めてまいりました。

今後も引き続き取り組んでまいります。 

〇 

36 キーワードになっている「豊かな」の意味

が把握しづらいため、説明を加えてはどう

か。改めて読むと作成者側の説明が無いた

めに、皆が共通したイメージを持つことが

難しくなっていると感じた。  

例えば、基本理念の項で「読書活動は・・・」

とあるところに、「読書活動は、言葉を学び、

感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かな

ものにし、人生をより深く生きる力を育ん

でいく上で、欠かすことのできないもの」で

あり、とすると、「豊かな」のイメージが多

世代の方々にもはっきりしてくるかと思

う。 

 「豊かな」の意味については、個々人に

よって捉え方が異なり、一律に定義するこ

とができないため、用語の定義はしており

ませんが、本条例における「豊かな」の意

味としては、ご提案のような内容も含め、

前向きな広い意味で捉えております。 

 様々な効用のある読書に親しみ、学び、

心豊かに暮らすことのできるまちを、地域

一体となって目指していく、このようなま

ちづくりを基本理念として記載しており

ます。 

〇 

37 「まちづくり」の趣旨が伝わりにくいた

め、読書に関わる人材育成（ひとづくり）や、

 人材育成につきましては、大変重要な視

点であり、第９条の第１項に追記いたしま

〇 
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区政における他の施策との連携、図書館ネ

ットワーク等の面としての横のつながり、

日本語を母語としない方々への施策の展開

（共生社会や多様性の包摂という考え方）

を記載してはどうか。 

す。 

 日本語を母語としない方々への施策に

つきましては、第４条第１項の「区民等が

様々な機会において身近な場所で読書に

親しむことができる環境の整備」という部

分で、読書をすることが難しい外国籍の方

に対する環境整備も含んでおります。 

 区ではこれまでも外国語の図書の充実

を図るとともに外国語のおはなし会を開

催するなどの取組を進めてまいりました。

今後も引き続き取り組んでまいります。 

38 幼児への親の読み聞かせは読書好きにす

る近道だと考える。家庭での読書習慣が重

要であると考える。 

読書は人間の性格までも変えるのではな

いだろうか。 

人々の人生そのものにも影響するのでは

ないだろうか。 

子どもたちの豊かな感性を培い、人間性

を育んでいくうえで、乳幼児期の読み聞か

せ体験はとても重要です。また、読書活動

は、自らの未来をたくましく切り拓くため

の「生きる力」となります。 

 本条例においても、第５条第２項で家庭

における取り組み内容を規定しておりま

す。 

 また、第７条において、幼稚園・保育所

等における、子どもの個性や発達段階に応

じた読み聞かせやきっかけづくりについ

て規定いたしました。 

〇 
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≪その他の要望・意見≫ 

№ 意見の概要 意見に対する区の考え方 取扱 

39 現在、特別な教育的ニーズに応える蔵書

構築が叫ばれている。発達障害を含む障害

や日本語を母国語としない児童生徒を支

援する観点からも読書環境を整えていく

必要がある。ますます、区立図書館と学校

図書館との「連携」が重要になると思われ

る。 

 発達障害を含む障害につきましては、第

１０条の「視覚障害、発達障害、肢体不自由

その他の障害等」に含みます。 

 また、日本語を母国語としない方につき

ましては、第４条第１項の「区民等が様々な

機会において身近な場所で読書に親しむこ

とができる環境の整備」という部分で、読書

をすることが難しい外国籍の方に対する環

境整備も含んでおります。 

〇 

40 保護者が一緒に活動する時間は親とし

て忙しいなかで時間の調整が難しいと思

う。そこで、本を手にする場所を家庭以外

の場であるとすると、図書館等をイメージ

する。親子で遊びに行ける場所に「絵本」

が置いてあったら、外で絵本を選んで読め

る場所が欲しい。親子でゆったりと、親が

次の時間を気にせず読める場所に季節感

を感じながら、子どもが、親が、頁をめく

る、そんな姿を描いている。 

 ゆいの森には、乳幼児向けの室内遊びや

子育て世代の交流の場である遊びラウンジ

があり、えほん館には約３万冊の絵本を所

蔵しております。また、地域図書館にも多く

の絵本を所蔵しております。 

 ふれあい館１５館におきましても計約１

万２千冊の絵本を取り揃えており、皆様に

ご利用いただいております。 

更に区では、身近に読書ができる環境を

整備するため、街なか図書館を拡大してま

いりました。令和４年１２月１日現在、６６

箇所まで増加しており、街なか図書館への

絵本の配置についても更に充実させてまい

ります。  

〇 

41 「読書を愛するまち・あらかわ」は、小

中学校では知られているが、一般に区内で

子育てしている保護者（幼児・乳（含））に

は、あまり周知されていない。乳幼児期か

ら、絵本（読みきかせ）読書を親しむ場が

図書館以外でも増えるといいと思う。読書

を通じ、想像性なども幼少期から生まれ心

が豊かになると思う。 

読書活動推進月間を実施して、どこまで

区民に広まるか？区民に更に知ってもら

い定着するやり方を考えるべきでは？ 

図書館利用者アンケート調査結果により

ますと、宣言の認知率は令和４年はゆいの

森で５４．９％、地域館で５４．３％となっ

ており、徐々に高まってきておりますが、条

例制定をきっかけとして、「読書を愛するま

ち・あらかわ」宣言の周知も含め、読書活動

に関する取組のさらなる充実に努めてまい

ります。 

図書館以外の絵本に親しむ場につきまし

ても、ふれあい館１５館に計約１万２千冊

の絵本を取り揃えているほか、令和４年１

２月１日現在、６６箇所まで増加している

〇 
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街なか図書館への絵本の配置についても更

に充実させてまいります。 

また、読書活動推進月間につきましても、

現在の読書週間イベントをより充実させ、

区民の皆様の読書活動に取り組むきっかけ

を作るとともに定着に向けて取り組んでま

いります。 

42 いつも遊びラウンジを利用している。０

歳の子どもを連れて出かける場所がなか

なか無い中、ベビーカーで行きやすく、楽

しめる場所を提供してくれて本当にあり

がたい。本棚もかわいくて絵本を選ぶこと

が楽しい。おはなし会も講座も親子で参加

できるので、楽しい思い出をたくさん作る

ことができている。これからも利用させて

もらう。 

日頃よりゆいの森あらかわをご利用いた

だきありがとうございます。 

 今後も子ども連れの方にも快適に、楽し

くご利用いただけるよう、遊びラウンジに

おけるイベントや本棚の装飾の工夫等、サ

ービスの更なる充実に取り組んでまいりま

す。 

〇 

43 図書館そのものが民営化されていると

ころもある中、荒川区では区で運営してい

ると聞いた。ゆいの森は素晴らしく、人に

も誇れる施設である。他の図書館も他の区

の図書館と比べて使いやすいとの声も聞

く。区民も現場の方々も十分に頑張ってい

ると思う。区はその現場を支え、より良い

環境を整えて下さればよいのではないか。

学校から図書室が消えることがないよう、

どの図書館にも親切で博識なベテランの

保育士さんが居られるよう、幼稚園や保育

所で保育士さんたちが子どもたちにゆっ

くり読み聞かせをしてあげられるような

環境をつくって頂きたい。親が家でゆっく

り読み聞かせをし、子どもたちと語り合え

るような時間が持てる社会を望む。 

荒川区では、２３区で唯一、全館直営で図

書館を運営し、サービスの向上に努めてお

ります。図書の専門職である図書専門員等

の処遇改善も含め、これからもよりよい環

境整備に取り組んでまいります。 

子どもたちへの読み聞かせにつきまして

は、子どもたちの読書意欲を高め、子どもた

ちが自主的な読書習慣を身に付けていくた

めの大きな影響を与えることが期待できる

ものとして、荒川区子ども読書活動推進計

画（第四次）へも記載しており、幼稚園や保

育所等におきましても、身近に本がある環

境づくりに努めております。 

今後も気軽にゆっくりと読書に親しむこ

とのできるまちづくりに取り組んでまいり

ます。 

〇 

44 東京都内でも電子図書館が広がりを見

せており、他区がうらやましく思ってい

る。荒川区としても今回の条例にあたって

は、電子図書館の整備も行なってほしい。 

コロナ禍では図書館の本を介した感染

電子図書館につきましては、図書館に来

館不要で２４時間、３６５日いつでも利用

することができるほか、文字の拡大表示や

音声読み上げといった機能面の利点がある

と認識しております。 

● 
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も心配になったりしたが、COVID-19のあと

も新たな感染症はやってくる。そうした際

にも電子図書館があると良いと思う。 

 

 一方で、個人の電子書籍マーケットの場

合と比較して、図書館等で貸し出しをする

ことができる電子書籍のコンテンツ数は少

なく、貸出できる回数や期間についても制

限があり、紙の書籍と比較すると高額とな

るなどの課題があります。 

 こうした状況を注視し、電子書籍の導入

について検討してまいります。 

45 駅前をはじめ区の施設に返却ボックス

を設置するなど返却場所を増やしていた

だけるとありがたい。 

 現在、日暮里駅前に設置しております駅

前ブックポストにつきましては、設置以来、

多くのご利用をいただいております。 

 利便性の更なる向上のため、今後、乗降客

数の多い駅を中心に駅前ブックポストの増

設を検討してまいります。 

● 

46 図書館等の施設で読書をすすめるポス

ターに短いキャッチコピーを付けたい。な

によりも実践が大切である。 

（例）読書は食事と同じです。 

   食べなければ身体がやせます。 

読まなければ心がやせます。 

   読書は他者の発見です。 

 読書を愛するまち・あらかわ宣言は、ユニ

ークかつわかりやすい言葉で、子どもたち

に読書の素晴らしさ・大切さを伝える内容

となっております。 

 本条例におきましても、区民の皆様にわ

かりやすく読書の素晴らしさ・大切さを伝

える一つの方策として、キャッチコピーも

検討してまいります。 

● 

47 少し弱いなと思うのは、ボランティアど

うしの相互交流である。1 年に 1 回でも良

いので、情報交換・交流の場があったらい

いなと思う。 

ボランティア同士の相互交流につきまし

ては、各団体の皆様のご意見を伺いながら

実施に向けて検討してまいります。 

● 

48 補助金のおかげで自園の書庫もたくさ

ん本が揃うようになった。私も園だよりで

毎月オススメ絵本を紹介したり、園の本を

毎日貸し出したりしている。 

たとえばゆいの森の方から出張イベン

トのように園に来て頂き、イベントが見ら

れる等があるとうれしく思う。 

ご提案いただきました出張おはなし会等

のイベントにつきまして、ボランティア団

体やティーンズスタッフ等と連携・協力し、

実施してまいります。 

● 

49 南千住図書館の駐輪場について、レール

で１台ずつ駐輪できるしくみになってい

るが、３人乗り自転車は幅も重量もあるた

め、小回りがきかず駐輪するのが大変で転

３人乗り自転車の自転車につきまして

は、バイク専用駐車場のご利用も含め、ルー

ルの見直しを検討してまいります。 

● 
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倒しそうになり危険である。レールを撤去

するのは大変だと思うので、バイク専用駐

車場を３人乗り自転車用にも開放してい

ただけると嬉しい。訪問のしやすさが改善

されれば、さらに良い図書館だと感じる。 

50 図書館で働く職員の待遇は見合ってい

るだろうか。実績がある今だからこそ、立

ち止まって内部体制の充実に目を向ける

べきではないだろうか。 

区ではこれまでも非常勤職員（現会計年

度任用職員）を常勤職員とともに区政の第

一線を担う職員と位置づけ、同一分野の仕

事を担う職であっても、能力や技量に応じ

た役割や担うべき責任に応じて最大６段階

の職層を設け、それぞれの職層に応じた報

酬額を設定する「６層制」を導入したほか、

社会情勢に応じた報酬額の引上げなど、

様々な処遇改善を行い、月額報酬ベースで

は常勤職員との同一労働同一賃金を実現し

てきたところです。また、令和２年度におけ

る非常勤職員の会計年度任用職員への制度

移行後についても、これらを維持しながら、

期末手当の支給や常勤職員との均衡に留意

した勤務条件の整備を行ってきたところで

す。 

 さらに、令和４年４月からは常勤職員・会

計年度任用職員ともに取得できる不妊治療

のための有給休暇の新設や、常勤職員に導

入している配偶者出産時の有給休暇の新

設、妊娠出産休暇の有給化、育児休業・部分

休業・介護休暇・介護時間の取得要件緩和を

行うとともに、同年１０月からはさらなる

育児休業の取得要件緩和や子育て休暇の取

得期間拡大を行う等、会計年度任用職員の

さらなる労働条件改善に取り組んでおりま

す。 

 今後も図書館の運営を担う職員のスキル

の向上を図りながら、よりよい図書館運営

に努めてまいります。 

☆ 

51 現在図書館のカウンターなどにいらっ

しゃる方々、或いは司書たちのほとんどが

非正規雇用の職員だと聞く。事業者にいろ

いろな努力を求めるのであれば、そういう

方々をもっと大事にして欲しいと思う。 

☆ 

52 行政がやるべきことは、図書館の充実で

はないだろうか。図書館で働いている人た

ちは、非常勤の人が多いと聞いている。行

政は、図書館で働いている人たちの条件を

よくすることだ。 

☆ 

53 荒川区は録音図書や拡大本が増えてい

る。ゆいの森から録音図書の目録ももらっ

ゆいの森あらかわ１階にはバリアフリー

コーナーを設置し、大きな字の大活字本、や

☆ 
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ている。ゆいの森を弱視の方が使っている

が、ゆいの森のバリアフリーコーナーで拡

大読書器を使おうとすると、そこに、おそ

らく弱視ではない人が座っていて、使えな

いことがあるので、改善してほしい。 

さしく読みやすいＬＬブック、点字の本な

どを取り揃えているほか、拡大読書器も設

置しており、障がい者や通常の活字では読

書をすることが困難な高齢者など、様々な

方にご利用いただいております。 弱視の

方が使いたくても使えないことがある状況

につきましては、当該場所がバリアフリー

コーナーであることに鑑み、「当該機器を必

要としている方が優先」である旨の掲示を

更に増やすとともに、総合案内職員により

他利用者へお声掛けをいたしますので、お

気軽に職員にお声掛けください。 

54 西日暮里地区から最寄りの日暮里図書

館までは坂道が多く、大通りを横断して１

キロ程度の距離を歩く必要がある。これか

ら益々利用が増えると思われる高齢者ユ

ーザーのためにも、諏訪台ひろば館におけ

る一部図書業務（貸出・返却）を開始して

欲しい。他の施設にも運用を広げられれ

ば、図書の運搬ルートが区内全域に確立で

き、災害時の物資輸送ルートなど、何らか

の形で町ぐるみの協力のために活用でき、

住民の生活の安心・情報共有などにも役立

つはず。 

貴重なご意見として、今後の読書施策の

参考といたします。 

☆ 

55 南千住図書館のカウンター業務の職員

が本を仕分ける時に放り投げるように扱

っているのが気になる。図書は区民の財産

なので大切に扱って欲しいと思う。 

 この度は、適切な本の取り扱いがなされ

ず申し訳ございませんでした。区民の貴重

な財産である図書を大切に取り扱うことは

当然のことでございます。改めて職員に本

を大切に扱うことの基本を徹底してまいり

ます。 

＊ 

56 図書館のカードが期限切れだった。コロ

ナで図書館がお休みなのに、「身分証明を

持って来なければ、今日は本の貸出は出来

ません。」と言われた。「お返しするとき必

ず持って来ます」と言ったが貸してもらえ

なかった。 

 この度は、不十分な説明がなされてしま

い、申し訳ございませんでした。 

 区では、図書館の利用カードについて、２

年に１度更新作業を行っており、期限が近

付いた利用者に、有効期限が近い旨、カウン

ターでお声掛けをしております。 

 図書館利用カードには有効期限があり、

＊ 
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２年に１度更新が必要である旨のお声掛け

や掲示について、丁寧にご説明し、対応して

まいります。 

57 「街なかの書店」の減少は目を覆いたく

なるほどだ。こうした状況は読書文化の衰

退の兆候ではないのだろうか。「街なかの

書店」の代わりに、行政と図書館が補わな

ければならない範囲は今後、いままで以上

に広がっていくのだろう。 

区では、区内の書店で構成された、東京都

書店商業組合荒川支部より書籍や雑誌など

を購入しているほか、イベント開催時など

に東京都書店商業組合荒川支部による本の

販売を行うなど、互いに連携をしておりま

す。今後もお互いに相乗効果があるような

関係性を構築し、官民一体となって読書の

まちづくりを行ってまいります。 

＊ 

 


